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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
農
林
水
産
省
職
員
に
よ
る
ヤ
ミ
専
従
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ヤ
ミ
専
従
問
題
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
無
許
可
専
従
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
る
こ
と
な
く
職
員
団
体
の
業
務

に
専
ら
従
事
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
実
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
五
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、

総
務
省
の
指
示
に
よ
り
全
府
省
に
よ
る
一
斉
点
検
が
行
わ
れ
た
。
農
林
水
産
省
の
調
査
に
お
い
て
は
、
点
検
の
対
象
に
該
当

す
る
よ
う
な
事
実
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
旨
を
総
務
省
に
報
告
し
て
い
る
。

一
方
、
平
成
二
十
年
四
月
に
農
林
水
産
省
が
行
っ
た
調
査
は
、
こ
の
全
府
省
に
お
け
る
一
斉
点
検
と
は
別
に
、
同
年
三
月
、

一
部
の
地
方
農
政
事
務
所
に
お
い
て
、
組
合
幹
部
は
仕
事
を
し
て
い
な
い
旨
の
投
書
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
、
職
員
団
体
役

員
の
勤
務
実
態
を
幅
広
く
把
握
し
、
不
適
切
な
状
況
が
あ
れ
ば
是
正
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
農
林
水
産
省
が
独
自
に
実

施
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
調
査
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
職
員
団
体
役
員
本
人
へ
の
十
分
な
聞
き
取
り
や
、
勤
務
実
態
を
示
す
文
書
の
確
認
を
行

わ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
不
十
分
な
面
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
徹
底
し
た
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
、
農
林
水
産
省
に

一



お
い
て
再
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

職
員
団
体
へ
の
加
入
の
有
無
に
よ
り
人
事
上
、
優
遇
又
は
冷
遇
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
慣
行
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
把
握
し
て
い
な
い
。

五
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
四
月
七
日
に
農
林
水
産
省
に
お
い
て
行
っ
た
職
員
の
配
置
転
換
に
関
す
る
説
明
会
の
終
了
後
、
各
地
方
農
政

局
総
務
部
長
及
び
地
方
農
政
事
務
所
長
に
対
し
て
、
大
臣
官
房
秘
書
課
長
か
ら
、
無
許
可
専
従
問
題
は
、
農
林
水
産
省
の
組

織
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
失
墜
す
る
行
為
で
あ
る
た
め
、
無
許
可
専
従
を
疑
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
の
是
正
に
努
め
て
ほ
し

い
と
の
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。
仮
に
、
一
部
の
者
が
、
そ
の
趣
旨
を
取
り
違
え
、
無
許
可
専
従
問
題
に
つ
い
て
口
止
め

を
指
示
し
た
と
受
け
止
め
た
と
す
れ
ば
、
遺
憾
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
労
働
組
合
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
農
林
水
産
省
を
除
き
、
職
員
が
国
家
公
務
員
法
第

二



百
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
を
組
織
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
府
省
は
、
会
計
検
査
院
、
人
事
院
、

内
閣
府
、
宮
内
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
、
金
融
庁
、
総
務
省
、
法
務
省
、
外
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
及
び
環
境
省
で
あ
り
、
各
府
省
が
把
握
し
て
い
る
そ
の
名
称
は
、
会
計
検
査
院
に
お
い
て
は
会

計
検
査
院
職
員
労
働
組
合
、
人
事
院
に
お
い
て
は
人
事
院
職
員
組
合
及
び
人
事
院
九
州
事
務
局
労
働
組
合
、
内
閣
府
に
お
い

て
は
内
閣
府
職
員
労
働
組
合
、
沖
縄
総
合
事
務
局
開
発
建
設
労
働
組
合
及
び
沖
縄
国
家
公
務
員
労
働
組
合
、
宮
内
庁
に
お
い

て
は
宮
内
庁
職
員
組
合
、
公
正
取
引
委
員
会
に
お
い
て
は
公
正
取
引
委
員
会
職
員
組
合
、
金
融
庁
に
お
い
て
は
金
融
庁
職
員

組
合
、
総
務
省
に
お
い
て
は
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
職
員
組
合
、
全
行
管
職
員
組
合
、
全
自
治
職
員
組
合
、
全
情
報
通
信
労

働
組
合
、
総
務
省
郵
政
職
員
組
合
及
び
総
務
省
統
計
職
員
労
働
組
合
、
法
務
省
に
お
い
て
は
全
法
務
省
労
働
組
合
、
外
務
省

に
お
い
て
は
外
務
省
職
員
組
合
、
財
務
省
に
お
い
て
は
財
務
省
職
員
組
合
、
全
財
務
労
働
組
合
、
日
本
税
関
労
働
組
合
、
全

国
税
関
労
働
組
合
、
国
税
労
働
組
合
総
連
合
及
び
全
国
税
労
働
組
合
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
文
部
職
員
労
働
組
合
行
政

部
会
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
全
厚
生
職
員
労
働
組
合
、
全
日
本
国
立
医
療
労
働
組
合
、
全
労
働
省
労
働
組
合
、
東
京
職

業
安
定
行
政
職
員
労
働
組
合
、
富
山
労
働
局
非
常
勤
職
員
労
働
組
合
、
大
阪
労
働
局
職
業
安
定
行
政
職
員
労
働
組
合
、
沖
縄

非
現
業
国
家
公
務
員
労
働
組
合
労
働
支
部
、
全
国
社
会
保
険
職
員
労
働
組
合
、
社
会
保
険
庁
非
常
勤
職
員
労
働
組
合
全
国
協

三



議
会
及
び
中
央
労
働
委
員
会
事
務
局
労
働
組
合
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
全
経
済
産
業
労
働
組
合
及
び
特
許
庁
事
務
職
員

協
議
会
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
国
土
交
通
省
全
建
設
労
働
組
合
、
国
土
交
通
省
職
員
組
合
、
全
運
輸
労
働
組
合
、
全
運

輸
省
港
湾
建
設
労
働
組
合
、
全
北
海
道
開
発
局
労
働
組
合
、
全
気
象
労
働
組
合
、
国
土
交
通
省
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
及
び
国
総

研
横
須
賀
職
員
組
合
並
び
に
環
境
省
に
お
い
て
は
全
環
境
省
労
働
組
合
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
に
お
い
て
、
年
金
業
務
・
組
織
再
生
会
議
の
要
請
を
受
け
て
、
平
成
十
九
年
十
二
月
か
ら
職
員
の
服
務
違
反

全
般
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
過
去
に
お
い
て
三
十
人
の
職
員
が
無
許
可
専
従
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
平
成
二
十

年
四
月
ま
で
に
判
明
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
他
の
府
省
に
お
い
て
も
同
様
の
事
実
が
な
い
か
ど
う
か
を
政
府
と
し
て
一
斉
に

点
検
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
二
十
年
五
月
か
ら
点
検
を
行
い
、
同
年
九
月
ま
で
に
各
府
省
の
報
告
を
取
り
ま
と
め
て
公
表
し

た
。
こ
の
中
で
は
、
厚
生
労
働
省
（
社
会
保
険
庁
を
除
く
。
）
の
職
員
二
人
が
過
去
（
一
人
に
つ
い
て
は
平
成
十
五
年
度
か

ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
間
、
他
の
一
人
に
つ
い
て
は
平
成
十
八
年
度
）
に
お
い
て
無
許
可
専
従
を
行
っ
て
い
た
事
実
が
確

認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
社
会
保
険
庁
に
つ
い
て
は
、
服
務
違
反
調
査
委
員
会
を
設
け
更
に
調
査
し
た
結
果
、
新

た
に
四
人
の
無
許
可
専
従
が
報
告
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四



十
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
、
農
林
水
産
省
に
お
い
て
再
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
調
査
の
結
果
、

仮
に
、
不
適
切
な
事
例
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
法
令
に
照
ら
し
て
、
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

五


